
（別紙様式21）  

平成   年   月分  

診調粗慢 －1－2  

参考 1   

18．8．24  

医療区分・ADL区分に係る評価票  

1男 2女  1明 2大 3昭 4平  

Ⅰ医療区分3  各項目について評価を行い、核当日にチェック印を入れる。但し、頻度が定められていない項目については☆欄にチェックする。  
☆ 1 2 3 4 5 占 7 8 9101112 t3 日151占171819 202122 2324 25 2d27 2829 30 引  
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医師及び書護憎眉により、常時、監視及び管理を実施している  
状態  

2  

3 中心静脈栄養を実施している状態   

4 24暗闇持続して点滴を実施している状態   

5 人工呼吸器を使用している状態   

6ドレーン法又は胸腔若し＜は陛腔の洗浄を実施している状態  

気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を  
伴う状態  

7   

8 酸素療法を実施している状態   

9 感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態  

神経難病等の春着であって、平成18年6月30日において特殊  
1を算定する病棟に入院している患者  

ロロロロロロロロロロ0  医療区分3の該当有無0ロロロロロ［〕0ロ0ロロロロ000口   

Ⅰ医療区分2  各項目について評価を行い、該当日にチェック印を入れる。但し、損慶が定められていない項眉については☆欄にチェックする．  
☆  
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11筋ジストロフィー症   

12多発性硬化症   

13筋萎縮性側索硬化症  

パーキンソン病関連疾患（進行性畷上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、八■  
14キ沖滴（ホーエソ・†イの蔓症度分類爪ラーシー3以上であって生活機能障害廣が刀  

度又はⅢ度の状態に限る．）1  

15その他の難病（スモン及び12～14までを除＜。）  

脊髄損傷（頸推損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められ  
る場合に限る．）  

16  

17霊彗誓害琵琶芝霊去Fデ‾●ジョ‾ンスの分鮒Ⅴ度の状頓に  

18霊芸雲鮎芝震望ア苧等の薬剤投与による痙痍コントロ‾ルが  

19肺炎に対する治療を実施している状態  
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ロ   20尿路感染症に対する治療を実施している状態  

21悪霊芸事ア墓蒜E二三；吉言：≡警≡芸筈警j禁冨孟…芝琵ア㌢醐、30日  

22脱水に対する治療を実施している状態  

23消化管等の体内からの出血が反復継続している状態  
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ロロDロロロD□   4頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態  
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25悪賢詣歪芳雪害芸艶吉㌫霊彗警去完芸芝蒜警ヲ㌢喪失が削られる  
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末梢循環障害による下肢末端の開放割に対する治療を実  
施している状態  
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ロロロロ0ロロロロ0［】ロロ0  27せん妄に対する治療を実施している状態   

28うつ症状に対する治療を実施している状態   

29他者に対する暴行が毎日認められる状態  
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人工腎臓、持続探検式血液濾過、腹膜寒流又は血奨交換療法を  
実施している状態  
経書胃管や胃痩等の擢臆栄まが行われており、かつ、発熱又は  
嘔吐を伴う状態  

0   
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t 2 3 4 5 d 7 8 910】l1213 日15】る17 ほl＝，2D二1222324 25 2占272829303t ロロロロロ［旧ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ［旧ロロロ  
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321日8匡I以上の嗜癖吸引を実施している状態  

内挿管が行われている状態（発熱を伴  
33  

34頻匝の血糖検査を実施している状態  

35莞ヂ議書讐慧芸霊諾誓≡芸議墓誌霊雷雲禁≡濃忘眠し＜は定那の綻巣  
ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ巳   



神穫難病等の患者であって、平成18年6月30日において特殊 
6疾患療養病棟入院料2を算定する病棟に入院している患者（医  

療区分3の悪者を除＜。）  

37基本診療料の施設基準等の別表第五の三の≡の患者  

医療区分2の該当有無口口0口□00ロロDOOロロロ0ロロロロロロロ0口0ロロロロDO  

ⅢADL区分評価  
各境目について原則月1匝l又は状態が変化したときに評価し、該当白に評価点（0～61を記入する。1か月間を通じて変化のない場合は☆欄に記入する．  

★   t  2 3  －1 5  占 7 8  9 10 11 t213 1415 1占17】8 け 20 2122 23 24 25 2占 27 2B 29：沿 引  

□0口ロロ0□ロロロロロロロロロロロロロロロロ0ロロロロ0ロロロ  

ロ0ロロロ0ロロロロロロロ00000ロロロ0ロロ00ロロロロ0ロ  
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ロロロロロロロロ0ロロ0ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ  

a ベッド上の可動性   

b 移乗   

c 食事   

d トイレの使用  

ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ0ロロロ  ADL得点（合計得点0～24）  

Ⅳ認知機能障害評価   月1匝l又は状態が変化したときに評価し、該当眉にCPSによるスコアを記入する。1か月間を通じて変化のない場合は☆欄に記入する。  

8  9 10 111213 日】5 1占1718 19 カ 2122 23 24 25 2る 27  28 29 刃 3l  ☆  1 2 3  4 5  ム 7  

（C＞eP。H。，ma。C。Sba．e， ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ  

患者の状態像評価  Ⅰ～Ⅳの評価結果に基づき、患者の状態像評価を行い、該当日にチェック印を記入する。変化のない場合は☆欄に記入する。  

医療区分の評価  ADし区分の評価   認知機能障害評価  
▼  ☆】2 3 4 5 る 7 8 91011t21う14】5ほ1718192D21ヱ2324252‘272829刀引  ▼  ▼  

0ロロロロロロロロロ0ロロロロロロロ0口0ロ0ロロロロロロロロロ  

00ロロロロロ00口0ロ0ロロロロロロロ0ロロ00DロロロD口0  

000ロロロ0ロロロ0ロロロロロ0ロロロロロ  ロロロロロロロロ   
珊牡能■草加暮  

有りIC円；3以上I  

ロロロ0ロロロロロロロロロロロロDロロロロロロロロロロロロロロロ  
控別職能障害加事  
無しtCPS2以下）  

※）当該患者に係る疾患又は状況等、ADL区分評価、認知機能障害評価については、日ごとに、該当する全てのものについてチェックす   
ること．ただし、該当する疾患又は状態等について全て記載することが困難である揚合にあっては、主となる疾患又は状態等のチェック  
でも差し支えないこと。  

主治医  （印）  

㊤   




